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ク
リ
ー
ン
パ
ー
ク
茂
原
へ

見
学
に
い
き
ま
せ
ん
か
？

　

ご
み
ク
レ
ー
ン
で
ご
み
を
つ

か
ん
で
い
る
様
子
や
ご
み
発
電

シ
ス
テ
ム
、
び
ん
・
缶
な
ど
の

資
源
物
を
機
械
で
分
け
て
い
る

と
こ
ろ
な
ど
、
ス
タ
ッ
フ
が
案

内
し
ま
す
。

　

ご
み
の
分
別
や
リ
サ
イ
ク
ル

な
ど
「
環
境
」
に
つ
い
て
一
緒

に
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
？

■
日
時

　

火
曜
日
〜
日
曜
日

　

午
前
10
時
〜
正
午

　

午
後
１
時
〜
３
時

　
（
所
要
時
間
は
30
〜
60
分
程

度
。
相
談
可
。）

■
定
員

　

２
名
か
ら
見
学
で
き
ま
す
。

■
申
込
方
法

　

事
前
に
電
話
で
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

宇
都
宮
市
環
境
学
習
セ
ン
タ

ー
　

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

　

月
曜
日
休
館

　

☎
0
2
8（
6
5
5
）6
0
3
0

駅
橋
石

クリーンパーク茂原
宇都宮市環境学習センター

石橋北小

下野警察署

グリムの森

古山小

石橋高

号
４
道
国

線
宮
都
宇
Ｒ
Ｊ

北関東自動
車道

条
例
の
改
正
に
よ
り
、
資
源
物
の
持
ち
去
り
に

罰
則
規
定
を
追
加
し
ま
し
た

　

市
で
は
、
条
例
の
改
正
に
よ

り
、
平
成
29
年
１
月
１
日
か
ら

資
源
物
の
持
ち
去
り
行
為
の
禁

止
や
命
令
、
罰
則
の
規
定
を
追

加
し
ま
し
た
。

　

ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
の

資
源
物
の
持
ち
去
り
防
止
に
努

め
て
き
ま
し
た
が
、
悪
質
な
持

ち
去
り
行
為
者
が
後
を
絶
た
た

ず
、
抑
止
力
を
高
め
る
こ
と
を

目
的
に
罰
則
規
定
等
を
含
ん
だ

条
例
の
一
部
改
正
を
行
い
ま
し

た
。

　

資
源
物
の
持
ち
去
り
行
為
を

防
止
す
る
た
め
、
収
集
日
に
は

環
境
課
の
職
員
が
早
朝
パ
ト
ロ

ー
ル
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
持

ち
去
り
行
為
が
あ
っ
た
場
合
は
、

持
ち
去
り
行
為
者
に
対
し
て
警

告
を
行
い
ま
す
が
、
悪
質
な
も

の
に
対
し
て
は
禁
止
命
令
を
行

い
ま
す
。
ま
た
、
そ
れ
で
も
従

わ
な
い
持
ち
去
り
行
為
者
に
対

し
て
は
、
刑
事
告
発
を
行
い
ま

す
。（
罰
則
：
20
万
円
以
下
の

罰
金
）

■
持
ち
去
り
行
為
を
見
か
け
た

場
合
に
は

　

持
ち
去
り
行
為
者
の
車
両
の

制
止
や
声
か
け
は
、
ト
ラ
ブ
ル

や
事
故
に
つ
な
が
り
か
ね
ま
せ

ん
の
で
、環
境
課
に「
日
時
」「
場

所
」「
資
源
物
の
種
類
」「
車
両

の
特
徴
（
ナ
ン
バ
ー
、
車
種
、

色
）」「
行
為
者
の
特
徴
（
人
数
、

性
別
、
年
齢
）」
を
わ
か
る
範

囲
で
結
構
で
す
の
で
情
報
提
供

を
お
願
い
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

環
境
課

　

☎（
32
）8
8
9
8


